
　2024～2026年度の介護保険料を、市の基準額に基づき次のとおり一部変更します。
　65歳以上の方の介護保険料は、3年ごとに見直しされます。

問 長寿介護課  ℡0299-91-1702介護保険料の一部変更水産業元気アップ支援事業補助金

※（合）＝ 前年の合計所得金額　収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所
得控除をする前の金額です。なお、第1～5段階は合計所得金額から「公的年金等にかかる雑所得」を控除した額を用います。

※ （年）＝前年の課税年金収入額

段階 保険料額（年額） 対象者
第1段階 18,460円

市民税…世帯員も本人も非課税
生活保護受給者、老齢福祉年金受給者、

（合）＋（年）＝80万円以下の方
第2段階 31,420円 （合）＋（年）＝80万円超120万円以下の方
第3段階 44,380円 （合）＋（年）＝120万円超の方
第4段階 58,320円 市民税…世帯員課税、本人は非課税（合）＋（年）＝80万円以下の方
第5段階 64,800円 （合）＋（年）＝80万円超の方
第6段階 77,760円

市民税…本人が課税

（合）＝120万円未満の方
第7段階 84,240円 （合）＝120万円以上210万円未満の方
第8段階 97,200円 （合）＝210万円以上320万円未満の方
第9段階 110,160円 （合）＝320万円以上420万円未満の方

第10段階 123,120円 （合）＝420万円以上520万円未満の方
第11段階 136,080円 （合）＝520万円以上620万円未満の方
第12段階 149,040円 （合）＝620万円以上720万円未満の方
第13段階 155,520円 （合）＝720万円以上の方

介護保険料

問 教育指導課  ℡0299-77-7431
市地域クラブ活動指導者＆指導団体募集
　市内中学生が参加する「地域クラブ活動」
の指導者候補として、登録していただける
方を募集しています。
　ぜひこの機会にご登録ください。

対象
● スポーツや文化芸術活動の指導経験があ

る方
● 競技の経験があり、指導が可能な方
● 指導団体として活動中（または活動予定）

の団体

種目例
●指導者登録の場合
　 軟式野球／サッカー／バスケットボール／ソフトテニス／

卓球／バレーボール／柔道／剣道／吹奏楽
●団体登録の場合（認証基準あり）
　 軟式野球／サッカー／バスケットボール／ソフトテニス／

卓球／バレーボール／柔道／剣道／吹奏楽
※上記種目に加え、多様なスポーツ・文化芸術活動可
開始時期＝9月
申込方法＝市ホームページの認証基準や募集要
項を確認し、指導者・指導団体登録フォームで
申し込み

　水産業の活力の増進と持続的な発展を図るため、
意欲ある漁業者や水産加工業者などの新たな商品開
発・販路開拓などの取り組みを支援します。

申・問 水産・地域整備課  ℡0479-44-1966

提出書類＝交付申請書、事業
計画書、団体などの概要書
※ 詳しくは、市ホームページ

をご覧ください

対象＝市内に住所または事業所があり、市税などの滞納がなく、
次のいずれかに該当する方
●漁業協同組合　　　　●漁業協同組合の組合員である漁業者
●水産加工業協同組合　●水産加工業者
補助金額＝補助対象経費の2分の1以内（上限50万円）
※ 漁業協同組合・水産加工業協同組合の事業は上限100万円

補助金活用例
● 全自動魚釣り機の導入による省力化、

高鮮度自家出荷によるブランド化
● 超低温ストッカーの導入による急速

冷凍食品の試作・試験販売
●種苗生産施設の改良、産地直送販売
● 新商品の開発、リーフレットやパッ

ケージデザインの作成
● ホームページのリニューアル、ふる

さと納税返礼品のメニュー化

漁業生産：活魚出荷に関わる設備などの導入
水産加工品生産：地元水産物を活用した新たな加工
品開発や商品化の取り組み
流通販売：産地直送や新たな販売先の開拓
地域活性化：他業種と連携した地産地消や観光漁業
の取り組み

こんな事業を支援します！

魅力ある産地づくり支援事業
　市内で生産される農作物を使ってスイー
ツなどの加工品開発や商品化に取り組みま
せんか？
　市では、農業の持続的な発展と魅力ある
産地としての活力を創造するため、生産・
加工・販売・流通の新たな仕組みの構築な
ど、意欲ある農業者の取り組みに対して補
助金を交付する支援事業を実施しています。
対象＝次のすべてを満たす事業団体
● 認定農業者を含む2戸以上で構成する団

体または中小企業者と共同・連携する1
戸以上の認定農業者であること

●市内在住であること
●市税に未納がないこと
補助率＝補助対象経費の2分の1以内
補助限度額＝50万円
提出書類＝事業計画書

申・問 農林課  ℡0299-90-1008

特記事項
●事業実施後は、実績報告が2年間必要になります
●書類は、5年間保存していただきます

新商品の開発：新たな加工品の開発、商品化
販路開拓：新たな販売先の開拓、市場調査
新品種の導入：新たな品種・作物の導入、栽培実証試験
新技術の導入：病害虫対策、環境対策
地産地消：地域での販売、店舗などと連携した加工品開
発など

こんな事業を支援します！

◇市内で生産する農作物であること
◇販売目的であること
◇新規性があり、地域への波及効果があること

主な
事業要件
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